
エムシーパートナーズ株式会社とエムシーパートナーズ株式会社の過半数労働者代表は、

者派遺法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

(対象となる派遣労働者の範囲)

第1条本協定は、全派遣従業員(以下「派遮社員」という。)に適用する。

2 派遺社員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成

を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

3 エムシーパートナーズ株式会社は、派遣社員にっいて、の屶イ動契約の契約期問中に特段

の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)

第2条派遣社員の賃金は、基本給、時問外労働手当、深夜・休日労働手当及び通勤手当とする。

なお、前項の基本給については、その比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額に、退職子当相当額(5%)が含まれているため、これらを冴慮
して決定している。

(賃金の決定方法)

第3条派遣社員の基本給及び賞与相当額の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額」は別表1のとおりとする。

(1)比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和 6年8月27日職発

0朋7第 1号「令和7年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者

の平均的な賃金の額」」等について(以下「通達」という。)に定める中分類「006開発技

術者」「007 製造技術者」「009情細処理・通信技術者(ソフトゥエア開発)」「0Ⅱその他技

術の職業」「032 習い事指導等教育関連の職業」「033 総務・人事・企画事務の職業」「034

一般事務・秘書・受付の職業」「040 営業・販売県連事務の職業」「069 生産設備オペレー

ター(金属製品・食料品等を除く)」川73製品製造寸川工処理工(金属製品・食料品等を

除く)」及び「078製乱.検査(金属製品・食料品等を除く)」とする。

(2)通勤手当については、基本給とは分誹し、第6条のとおりとする。

(3)地域調整については、通達に定める「地域指数の都道府県単位にて調整する。

(4)退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」に

ついては、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、その額を別表1に定め

る額に5%を乗じた額(1円未満端数切り上げ)とする。

第4条派遣社員の基本給は、別表1の同種の業務に従事する般の労働者の平均的な賃金の額

と同額以上であることを満たした別表2のとおりとする。



第5条エムシーパートナーズ株式会社は、第7条の規定による派遣社員の勤務評価を「基礎能

カ」「勤務態度」「業務遂行能力」などに基づいて行った結果、職務の内容等につぃて向上

が認められた場合は基本給の改定をおこなう。改定する場合には就業条件明示書により個

別に定め通知するものとする。

2 前項の定めにかかわらず、勤務評価の結果が著しく悪い場合は降給を行うことがある。

第6条通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。その取扱いは『通勤費補助規

則』を適用する。

(貨金の決定に当たっての評価)

第7条基本給は、派遣開始後に年1回定期的に行う公正に実施された勤務評価の結果に基づき

決定する。

(賃金以外の待遇)

第8条教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇につぃては、

職務の内容、当該職務の内容及びその他の事情を勘案して通常の労働者(派遡労鋤者を除

く。)との均等・均衡待遇を保つものとする

(教育訓練)

第9条労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定

める「エムシーパートナーズ・キャリアアップに資する教育訓練実施計画」に従って突施

する。

(その他)

第10条本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠突に協議する。

(2)本協定に定めた事項についても、労使で誠実に恊議して合意したものについては改定す

る。

(有効期間)

第Ⅱ条本協定の有効期問は、 2025年4月1日から 2026年3月31日までの 1年問とする。

過半数労働者代表

エムシーパートナーズ株式会社

瀬戸内オフィス

チーフ

2025年

井上知美臣^

3月 5日

吉田琴己 低11



別表1-1 【岡山県】同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)

職業安定業務統計地域指数 0.959

上段は基本統計

006 開発技術者

007 製造技術者

0的情報処理通信技術者

(ソフトゥエア開発)

032 習い事指導等教関連の職業

034 一般事務・秘

職業安定業務統計値

地域謂単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調単価

069 生産設備オペレーター

(金属製品・食料品等を除く)

岡山県

受付の職業

基準値及び基準値に能力

0年 1年

1,372

1,305

1,252

1,165

1,

1,044

1,

1,080

職業安定業務統計」の中分類に該当する業務

1,244

. 経験調整指数を乗じた値

2年 3年

1,514

※「令和6年度

1,452

1,366

1,444

1,622

1,556

1,585

1,546

1,351

1,657

1,590

1,698

1,211

1,580

1,448

1,253

1β17

1297

1479

1,343

1,326



別表1-2 【香川県】同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)

上段は基本統計

007 製造技術者

一般事務・秘034

職業安定業務統計地域指数

073 製品製造

(金属製品

受付の職業

078

加工処理工

食料品等を除く)

製品検査

(金属製品

職業安定業務統計値

地域嗣整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域鯛整単価

食料品等を除く)

香川県

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年

1,297 1,505 1,612 1,647

1,239

※「令和6年度

1,040

1,040 1,207

職業安定業務統計」の中分類に該当する業務

1,438

1,051

1,089

1,206

1,540

1,219

1,292

1,573

1,306

1,320

1,294

1,335

1,321



別表1-3 【大阪府】同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)

職業安定業務統計地域指数 大阪府 1.08

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年上段は基本統計

007 製造技術者

その他技術の職業011

033 総務・人那企画事務の職業

034 一般事務秘

職業安定業務統計値

地域詔整単価

職業安定業務統計値

地域洞整単価

職業安定業務統計値

地域餌整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

営業販売県連事務の職業040

受付の職業

1,653

1,297

1,401

1,176

1,2

1,302

職業安定業務統計」の中分類に該当する業務※「令和6年度

1,348

1,505

1,626

1,322

1,564

1,612

1,741

1,534

1,676

1,363

1,647

1,フ79

1,643

1,510

1,712

1,461

1,679

1,618

1,493



別表2-1

006 開発技術者

【岡山県】対象従業員の基本給及び賞与相当額

中分類

製造技術者007

009 悟報処理通信技術者

(ソフトウェア開発)

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

0詑習い事指導等教畜関連の職業

ステージ

034 一般事務・秘

069

金の額

生産設備オペレーター

(金属製品食料品等を除く)

受付の職業

SI

0年

金の額

1,25

1,252~

1,315~

金の額

S2

1年

1,452

1,452~

1,525~

1,444

1,444~

1,517~

1,244

1,244~

1,307~

対応する一般の労働者の平均的な金の額

金の額

1.366

1,366~

1,435~

S3

2年

※上記表中金額は「令和6年度

※退職金支給対象者は基本給

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

金の額

1,165

1.556

1,165~

1,224~

1556

1,634~

1,546

1,546~

1,624~

1,698

1,698~

1,783~

1.585

1,585~

1,665~

S4

3年

1,590

1,590~

1,670~

1,044

1,044~

1,097~

1,3駐

1,351~

1,419~

職業安定業務統計」と同一の金額である。

与相当額に5%を乗じた額を退職金相当額として基本給及び賞与相当額とあわせて支給する。

1.080

1,080~

1,580

1,580~

1,659~

1,211

1,211~

1,272~

1,448

1,448~

1,521~

1.817

1β17~

1,908~

1.253

1,253~

1297

1,297~

1,362~

1.479

1,479~

1,553~

1.343

1,343~

1,326

1,326~

1,393~

1,372

1,372~



別表2-2

007 製造技術者

【香川県】対象従業員の基本給及び賞与相当額

中分類

034 一般事務秘

073 製品製造

(金属製品

受付の職業

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

078

加工処理工

食料品等を除く)

製品検査

(金応製品 食料品等を除く)

金の額

SI

0年

金の額

1239

1,239~

1,301~

※上記表中金額は「令和6年度職業安定業務統計」と伺一の金額である。

菜退職金支給対象者は基本給・与相当額に5%を乗じた額を退職金相当顎として基本給及び賞与相当額とあわせて支給する。

金の額

S2

1年

1,438

1,438~

1,510~

1,206

1,206~

1,267~

1.219

1,219~

1,280~

1.040

1,040~

1,092~

1,051

1,051~

1,104~

1,040

1,040~

1,092~

金の額

S3

2年

1.540

1540

1,617~

S4

3年

1,5乃

1,573~

1,652~

1.292

1,292~

1,357~

1207

1,207~

1,268~

1.306

1,306~

1,372~

1,294

1294~

1,320

1,320~

1,386~

1335

1,335~

1,402~

1.321

1,321~

1,388~



別表2-3

中分類

007 製造技術者

【大阪府】対象従業員の基本給及び賞与相当額

011 その他技術の職業

総務・人事・企画事務の職業033

対応する一般の労働者の平均的な'金の額

034 一般事務・秘

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

茎本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

葵本給・与相当額

退職金5%含む金額

対応する一般の労働者の平均的な

基本給・与相当額

退職金5%含む金額

営業,販売県連事務の職業040

受付の職業

SI

0年

金の額

1.29

1,297~

1,362~

金の額

S2

1年

1,505

1,505~

1,581~

1,564

1,564~

1,643~

1,420

1,420~

1,491~

1,348

1,348~

1,416~

※上記表中金額は「令和6年度

※退職金支給対象者は基本給

金の額

1,224

1,224~

1,286~

S3

2年

金の額

1,176

1,176~

1,235~

1,612

1,612~

1,693~

1,676

1,676~

1,760~

職業安定業務統計」と同一の金額である。

与相当額に5%を乗じた額を退職金相当額として基本給及び

1,302

1,302~

1,368~

S4

3年

1,363

1,647

1,363~

1,432~

1,647~

1,730~

1,521

1,521~

1,598~

1,510

1.712

1,510~

1,586~

1,712~

1,798~

1,461

1,461~

1,535~

1,554

1,554~

1,632~

1.618

1,618~

1,699~

与相当額とあわせて支給する。

1,493

1,493~

1,568~

1.653

1,653~

テー
、


